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現在、児童扶養手当を受けている方は、８８８８月月月月１１１１日日日日～～～～３１３１３１３１日日日日まで

の間に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。 

このこのこのこの届出届出届出届出がないとがないとがないとがないと８８８８月分以降月分以降月分以降月分以降のののの手当手当手当手当がががが受受受受けられなくなりますのけられなくなりますのけられなくなりますのけられなくなりますの

でででで、、、、印鑑印鑑印鑑印鑑をををを持参持参持参持参のののの上必上必上必上必ずずずず届出届出届出届出てててて下下下下さいさいさいさい。。。。    

（（（（添付書類添付書類添付書類添付書類        住民票住民票住民票住民票、、、、戸籍謄本戸籍謄本戸籍謄本戸籍謄本    各一通各一通各一通各一通））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

現在 この制度を受けていない方はご相談ください。 

 

 

 

 

 

******  手続き及び問合せ先  ***** 

羅臼町役場 保健福祉課福祉係  電話 87-2161 (内 152６) 

 

 

父母父母父母父母のののの離婚離婚離婚離婚などでなどでなどでなどで、、、、父又父又父又父又はははは母母母母とととと生計生計生計生計をををを同同同同じくしていないじくしていないじくしていないじくしていない子子子子どもがどもがどもがどもが育成育成育成育成されるされるされるされる家庭家庭家庭家庭    

（（（（ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭））））のののの生活生活生活生活のののの安定安定安定安定とととと自立自立自立自立のののの促進促進促進促進、、、、子子子子どものどものどものどもの福祉福祉福祉福祉のののの増進増進増進増進をををを図図図図るためるためるためるため支給支給支給支給

されるされるされるされる手当手当手当手当ですですですです。。。。    

・父母が婚姻を解消した子ども 

・父母が死亡した子ども（遺族年金等を受給している方は選択となります） 

・父母が政令で定める程度の障害の状態にある子ども 

・父母の生死が明らかでない子ども 

・母が婚姻によらないで生まれた子ども等 

【手当の支給時期】 

  手当は認定請求をした月の翌月分より支給されます。支払は４月・８月・１２月 

【手当の支給額】 

 児童１人→ 全部支給 41，550 円 一部支給 41，540 円～9，810 円 

 児童 2 人以上の加算額→２人目 5，000 円 ３人目以降１人につき 3，000 円 

 ※ 児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当はははは、、、、請求者等請求者等請求者等請求者等のののの前年所得前年所得前年所得前年所得によりによりによりにより支給額支給額支給額支給額がががが決定決定決定決定されますがされますがされますがされますが、、、、所得制限所得制限所得制限所得制限によりによりによりにより支給支給支給支給

されないされないされないされない場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。 

児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当とはとはとはとは・・・・・・・・・・・・？？？？    

平成２２年８月１日より父子家庭の皆様にも児童扶養手当が支給されることになり

ました。条件は上記と同じです。受給するには申請が必要になりますので、詳しくは

保健福祉課窓口にお問合せください。 


